
 

 

 月給制における通常の賃金の時間単価は，１か月の基礎賃金を，１か月の所定労

働時間数で除して算定します。 

 １か月の所定労働時間数は，就業規則や労働契約において定められている場合に

はその時間，月によって異なる場合には，１年間における一月平均所定労働時間数

を算定します。 

 １年間における一月平均所定労働時間数の計算式は，次のとおりです。 

（３６５日(※)−１年間の休日合計日数）×１日の所定労働時間数÷１２か月  

※閏年は３６６日 

 例えば，１日の所定労働時間数８時間，１年間の休日合計日数１１４日，１か月

の基礎賃金２５万円の社員の場合， 

 一月平均所定労働時間数＝（３６５日−１１４日）×８時間÷１２か月≒１６７．

３３時間 

 時間単価＝２５万円÷１６７．３３≒１４９４．０５円／時 

となります（小数第３位以下四捨五入）。 

 残業代の時間単価は， 

  時間外割増賃金の時間単価＝１４９４．０５円／時×１．２５≒１８６７．５

６円／時 

  休日割増賃金の時間単価 ＝１４９４．０５円／時×１．３５≒２０１６．９

７円／時 

  深夜割増賃金の時間単価 ＝１４９４．０５円／時×０．２５≒ ３７３．５

１円／時 

となります。 

 ただし，割増率について就業規則等で定めている場合には，その定めによること

になります。 
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